
農林漁業土木事業に伴う調査設計測量委託業務等成績評定要領 

平成１８年 ５月 １日 制  定 

平成１９年 ５月１６日 一部改正 

平成２０年 ５月２８日 一部改正 

平成２１年 ６月１０日 一部改正 

平成２４年 ７月 １日 一部改正 

平成２７年 ４月 １日 一部改正 

平成２９年 ３月 １日 一部改正 

平成３０年 ８月 １日 一部改正 

（目的） 

第１ この要領は，農林水産局の所掌する農林漁業土木工事に係る調査，設計

及び測量委託業務等の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を

定め，厳正かつ的確な評定の実施を図り，もって建設コンサルタント等並

びに技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

（評定の対象） 

第２ 評定は，契約金額が500万円以上の測量・建設コンサルタント等業務発

注事務処理要綱で定める，測量，地質調査業務，補償関係コンサルタント

業務，土木関係建設コンサルタント業務（「単純調査業務」を含む。）及び

その他（「単純調査業務」に限る。）における，請負又は受託を行う業務に

ついて行うものとする。 

２ 前項の「単純調査業務」の具体的な内容は，別表１の例示のとおりとする。

（評定の内容等） 

第３ 評定は，次の評価項目ごとに重みを考慮し行うものとする。 

評価項目 細別 
業務 

評定 

技術者評定 

管理 照査 

プロセス評定

実施能力の評定 
実施体制及び執

行計画 
20 20 － 

実施状況の評価 

執行管理 5 5 － 

品質管理 20 20 50 

業務特性 10 10 － 

創意工夫 4 4 － 

説明調整能力の評価 説明調整能力 6 6 － 

取組姿勢 
責任感・積極性・

倫理観 
5 5 － 

結果評価 成果物の品質 工程管理能力 30 30  50 

合計 100 100 100 



（評定者） 

第４ 委託業務等の評定を行う者（以下「評定者」という。）は，検査員，総

括調査員及び主任調査員とする。 

２ 検査員とは，農林漁業土木事業に伴う調査設計測量委託業務等検査要領

第３の定めにより指定され，検査を行う職員とする。 

３ 総括調査員とは，農林漁業土木事業に伴う調査設計測量委託業務等に係

る調査職員の指定及び職務担当要領第５各項の定めにより総括調査員に

指定された職員とする。 

４ 主任調査員とは，農林漁業土木事業に伴う調査設計測量委託業務等に係

る調査職員の指定及び職務担当要領第５各項の定めにより主任調査員に

指定された職員とする。 

（評定の方法） 

第５ 評定は，別紙－２から別紙－４までの「採点表」及び別紙－５の「採点

上の補足」に基づいて行い，別紙－１の「業務成績評定表」に結果を記録

するものとし，委託業務等ごと，評定者ごとに独立して的確かつ公正に行

うものとする。 

２ 主任調査員は，当該委託業務が完了に伴う検査に合格したときは，別紙

－２－１の「採点表」により評定を行い，総括調査員に手交する。 

３ 総括調査員は，別紙－２－２の「採点表」により評定を行い，検査員で

ある評定者に手交する。 

４ 検査員は，別紙－３及び別紙－４の「採点表」により評定を行い，他の

評定者の評定結果と合わせて，別紙－１の「業務成績評定表」に取りまと

めるものとする。 

５ 所見は，特記すべき事項がある場合に記入するものとし，前項の取りま

とめ後に各評定者が記入するものとする。 

６ 対象業務が，複数の業務分野，業務種類若しくは難易度にまたがる業務

の場合は，原則として，設計金額の構成割合が最も大きい業務分野，業務

種類若しくは難易度の業務として取り扱うものとする。 

（評定表の提出等） 

第６ 検査員である評定者は，評定を行ったときは，遅滞なく，発注者に「業

務成績評定表」及び「採点表」を「検査調書」（土木設計業務等委託契約

約款第３１条，第３７条関係）に添付して提出するものとする。 

（評定の結果の通知） 

第７ 発注者は，評定者から評定結果の提出があったときは，別に定めるとこ

ろにより，当該委託業務等の受注者に対して，評定の結果を通知するもの

とする。 

（評定の修正） 

第８ 発注者は，第７の通知をした後，当該評定を修正する必要があると認め

られる場合は，修正しなければならない。 

２ 発注者は，前項の修正を行ったときは，遅滞なく，当該委託業務の受注

者に対して，その結果を通知するものとする。 



（説明請求等） 

第９ 第７及び第８による通知を受けた者は，通知を受けた日から起算して１

４日（広島県の休日を定める条例（平成元年広島県条例第２号）第１条第

１項の県の休日を含む。）以内に書面により，発注者に対して評定の内容

について説明を求めることができるものとする。 

２ 発注者は，前項により説明を求められたときは，書面で回答するものと

する。 



別表１

「単純調査業務」の例示

項目 具体例

共通 ・単純なデータ収集整理業務

・単純なデータ処理業務

・書類編集的な業務

・文献収集業務

河川，砂防及び海岸 ・水理・水門観測業務

・データ加工業務（降雨解析等）

・不等流計算等の計算業務（システム開発を除く）

・補償数量の算出

・工事記録等資料の分類･整理

・工事図面集，写真集等の作成

道路 ・一般的な現地踏査又は交通量観測業務

・台帳整理等を目的とした資料収集業務

トンネル ・クラック等変状の計測調査

施工計画及び施工設備 ・施工関連資料の収集整理

情報 ・定期的なデータメンテナンス

・資料収集的な業務又は単純なデータ作成のみの業務

防災 ・資料収集的な業務

環境 ・大気汚染，水質汚濁，騒音，振動等調査・分析方法が

ＪＩＳ等で規定されている測定業務

その他 ・上記具体例に準ずるもの


















































































































































































































